
令和５年小田原市議会６月定例会  

厚生文教常任委員会資料  
 

資   料   名 所 管 課 頁 

歴史的建造物整備活用事業（旧内野醤油店整備

保存活用）について 
文 化 政 策 課 

１ 

市民ホール管理運営事業（大ホール客席通路手

摺設置）について 
３ 

指定文化財等保存管理事業（地域計画策定支援）

について 
文 化 財 課 ４ 

小田原文学館管理運営事業（小田原文学館庭園

等整備設計事業費）について 
図 書 館 ５ 

住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料

品等価格高騰支援給付金について 
福 祉 政 策 課 ７ 

高齢者施設等物価高騰対応支援金について 高 齢 介 護 課 ９ 

障がい福祉施設等物価高騰対応支援金について 障がい福祉課 11 

民間保育所建設費補助金（たんぽぽ保育園建替）

について 

保 育 課 

13 

民間保育所等電気・ガス料金高騰対策事業費補

助金について 
15 

送迎用バス安全装置設置費補助金について 16 

民間保育所等副食費高騰対策事業費補助金につ

いて 
17 

就学前教育・保育施設再編整備事業について 18 

新病院建設に係る介護車両運行管理委託料につ

いて 
経 営 管 理 課 

19 

新病院建設に係る用地取得について 20 

学校給食センター整備事業について 教 育 総 務 課 21 

共同調理場・小学校給食調理場設備改修事業費

について 
保 健 給 食 課 23 

令和５年６月８日 



 

1 

歴史的建造物整備活用事業（旧内野醬油店整備保存活用）について  

 

１ 目 的 

令和４年（2022年）３月に公有化した旧内野醤油店の整備に当たり、周

辺建物環境影響調査及び住宅・穀蔵下屋等の解体工事を実施する。 

 

２ 事業概要 

 (1) 周辺建物環境影響調査 

 (2) 住宅解体工事 

木造２階、延べ面積126.23㎡ 

(3) 穀蔵下屋等解体工事  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）住宅解体工事箇所 

（３）穀蔵下屋等解体工事箇所 

工事個所 

旧東海道 

工場 

水路（小田原用水） 
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３ 予算額 

  17,636千円 

   委託料   周辺建物環境影響調査 

   工事請負費 住宅・穀蔵下屋等解体工事費 

       

４ 財 源 

  都市構造再編集中支援事業費補助金（国１/２） 

 

５ スケジュール 

  ８月～10月 (1) 周辺建物環境影響調査 

  11月～１月 (2) 住宅解体工事、(3) 穀蔵下屋等解体工事 
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市民ホール管理運営事業（大ホール客席通路手摺設置）について  

 

１ 目 的 

来場者より、大ホール客席階段が急であるとの意見が多く寄せられていること

から、客席通路に手摺を設置する。 

 

２ 事業概要 

  大ホール１階客席通路のうち、手摺が未設置である中央ブロックの４箇所の 

通路に手摺を設置する。 

   

３ スケジュール 

  ７月    設計 

８月～９月 製作・設置（設置作業期間：５日間） 

 

４ 設置箇所 

 

舞台側 

中央ブロック 

【大ホール１階客席図】 

中央ブロック４箇所

の縦通路に、計 42 箇

所手摺を設置。 
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指定文化財等保存管理事業（地域計画策定支援）について 

 

１ 目 的 

  文化財の保存・活用に関して本市が目指す将来的なビジョンや具体的な

事業等の実施計画を定めることで、継続性・一貫性のある文化財の保存・

活用を促進するとともに、本市文化財行政の取組の方向性を明示し広く周

知することで、民間団体や地域住民の理解・協力を得ることを目的とする。 

  なお、計画の策定は、文化財行政に係る国庫補助金（文化芸術振興費補

助金等）の優先的採択の条件となっており、令和４年（2022年）12月16日

時点で、全国96自治体の計画が文化庁の認定を受けている。 

  

２ 事業概要 

  策定期間は３年間とし、１年目は計画策定に係る「懇話会」を開催し、

情報収集等を行うとともに、既存の「文化財保護委員会」において計画案

を協議する。また、本市文化財に関する調査資料、台帳等の整理、アンケ

ート調査等に係る業務を委託する。 

 

３ 財 源 

  文化芸術振興費補助金（国庫） 3,724千円 
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小田原文学館管理運営事業について 

（小田原文学館庭園等整備設計事業費） 

１ 目 的 

 「小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）」（令和３年(2021年)３月認定

計画期間 令和３～12年度(2030年度))に基づく事業として、国登録有形文化財及

び歴史的風致形成建造物に指定されている小田原文学館の整備を進め、歴史的風

致の維持向上を図る。 

 

２ 事業概要 

 令和４年度(2022年度)に実施した庭園調査の結果に基づき、旧観が判明する箇

所は可能な限り復元に努め、建物との調和、美観の向上など修景及び歴史的景観

に配慮しつつ、管理機能の強化と安全性を向上させるため、庭園等整備実施設計

を行う。 

 

３ 予算額 

  小田原文学館庭園等整備設計事業費 

  （小田原文学館庭園等整備実施設計業務） 

  （令和５～６年度継続事業 継続費設定額   16,159千円） 

                              （単位：千円） 

令和５年度 令和６年度 継続費総額 

4,848 11,311 16,159 

 

４ 財 源 

  社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（国１／２） 

 

５ スケジュール 

  令和５～６年度 庭園整備に関する実施設計 

  令和６～８年度 庭園整備工事 
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６ 小田原文学館敷地平面図 

 

 

 

 

小田原文学館 
本館・管理棟 

白秋童謡館 
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  住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格 

  高騰支援給付金について 

 

１ 事業概要 

  電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい

低所得世帯に対し、１世帯当たり３万円を支給する。 

 

２ 対 象 

基準日において、本市に住民登録がある次の世帯 

(1) 令和５年度住民税非課税世帯（基準日：令和５年（2023年）６月１日） 

(2) 家計急変世帯（ (1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、基準日：申請日） 

 

３ 申請方法等 

(1) 非課税世帯（申請期限 令和５年11月30日） 

・市で課税台帳をもとに対象者を抽出して確認書を送付し、返送されたものから支給 

・令和５年１月２日以降に転入した世帯に対しては、マイナンバー制度を活用し対象

者を抽出、確認書を送付し返送されたものから支給 

(2) 家計急変世帯（申請期限 令和６年（2024年）３月31日） 

・市所定の申請書に必要書類を添えて申請 

※申請書は、市役所及び公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関に配架、

ホームページに掲示 

・申請後、審査を経て対象者に給付金を支給 

 

４ 支給件数（見込み） 

  23,300世帯（内訳：非課税世帯23,000世帯 家計急変世帯300世帯） 

 

５ 予算額 

  774,885千円 

  （内訳） 需用費（消耗品費） 

       役務費（郵便料等） 

       委託料（事務処理等） 

       負担金補助及び交付金（電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金） 
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６ 財 源 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国10/10） 

 

７ スケジュール 

７月中旬    通知発送、申請受付開始 

７月下旬    支給開始 
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高齢者施設等物価高騰対応支援金について 

 

１ 事業概要 

原油価格や物価の高騰により、高齢者施設等の運営に係る経費が増大し

ている状況を踏まえ、市内高齢者施設等へ支援金を支給する。 

 

２ 対 象 

(1) 対象施設 

市内高齢者施設等 

   ただし、令和５年（2023年）４月１日時点で指定権者から指定を受け、

申請時においても休止・廃止の届出がされていない市内高齢者施設等を

運営する法人 

施設区分 事業所種別 支給単価 

入所 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 
介護医療院、認知症対応型共同生活介護、 
短期入所生活介護、 

短期入所療養介護、軽費老人ホーム 

定員１人 
につき 

14,000円 

入所 
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け
住宅（特定施設入居者生活介護の指定を受け
ているものに限る） 

定員１人 
につき 
14,000円 

大規模 

通所介護、通所リハビリテーション、 
小規模多機能型居宅介護、 
看護小規模多機能型居宅介護、 
通所型サービス 

１事業所 
につき 
100,000円 

小規模 
訪問入浴介護、地域密着型通所介護、 
認知症対応型通所介護 

１事業所 
につき 
60,000円 

訪問 

訪問介護、訪問看護、 
訪問リハビリテーション、 
福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援、 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 
夜間対応型訪問介護、訪問型サービス 

１事業所 
につき 
40,000円 
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 (2) 対象経費 

   燃料費・光熱費・食材費の高騰分に相当する経費 

 

３ 予算額 

  65,930千円 

  内訳（入 所）46,970千円 ＠ 14,000円 ×  3,355人分（定 員 数） 

（大規模） 5,600千円 ＠100,000円 ×   56事業所（事業所数） 

（小規模） 3,480千円 ＠ 60,000円 ×   58事業所（事業所数） 

（訪 問） 9,880千円 ＠ 40,000円 ×  247事業所（事業所数） 

 

４ 対象期間 

  令和５年４月～９月 

 

５ 申請受付期間 

令和５年８月～令和６年（2024年）３月 

 

６ 財 源 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国10/10） 



11 

障がい福祉施設等物価高騰対応支援金について 

 

１ 事業概要 

原油価格や物価の高騰により、障がい福祉施設等の運営に係る経費が増

大している状況を踏まえ、市内障がい福祉施設等へ支援金を支給する。 

 

２ 対 象 

（1）対象施設  

市内障がい福祉施設等 

ただし、令和５年(2023年)４月１日時点で指定権者から指定を受け、

申請時においても休業・廃業の届け出がされていない市内障がい福祉施

設等を運営する法人 

施設区分 事業所・施設種別 支給単価 

入所施設 障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障

害児入所施設、短期入所（医療型を除く） 

定員１人

につき 

14,000 円 

通所系 

事業所 

生活介護、就労移行支援、自立訓練（機能

訓練、生活訓練）、就労継続支援Ａ型、就

労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達

支援、放課後等デイサービス、地域活動支

援センター、日中一時支援 

※障害者支援施設の昼間サービスは除く。 

 

１事業所

につき

60,000 円 

訪問系 

事業所 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行

援護、保育所等訪問支援、計画相談支援、

移動支援、訪問入浴サービス 

 

１事業所

につき

40,000 円 

 

（2）対象経費 

燃料費・光熱費・食材費の高騰額に相当する経費 
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３ 予算額 

  17,254千円 

   内訳 7,434千円   ＠14,000円 × 531人分（定員数） 

6,540千円   ＠60,000円 × 109事業所（通所） 

      3,280千円   ＠40,000円 ×  82事業所（訪問） 

 

４ 対象期間 

  令和５年４月～９月 

 

５ 申請受付期間 

令和５年８月～令和６年（2024年）３月 

 

６ 財 源  

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国10/10） 
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民間保育所建設費補助金（たんぽぽ保育園建替）について 

 

１ 目 的 
本補助金は、待機児童解消のための保育所の創設や老朽化に伴う大規模修繕な

ど、民間保育所の施設整備、環境改善を促進し、児童福祉の向上に資することを

目的としており、新園舎の建設及び現園舎の解体にかかる費用の一部を補助する。 

 

２ 対象施設 

 (1) 施 設 名 たんぽぽ保育園  

 (2) 施設所在地 小田原市府川137番地の６ 

 (3) 設 置 主 体 社会福祉法人泉会 

 (4) 施設規模等 木造２階建 

 (5) 定   員 70人（ ０ 歳 ６ 人 /１ 歳 1 2人 /２ 歳 1 2人 /３ 歳 1 3人 /４ 歳 1 3人 /５ 歳 1 4人 ） 

 (6) 位 置 図 

 

 

 

 

現園舎 
（新園舎完成後解体） 

新園舎 

建設予定地 
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３ 予算額 

132,525千円（令和５年度分）※継続費総額 161,165千円 

 ＜継続費内訳＞                   （単位：千円） 

年度 年割額 
左の財源内訳 

国庫支出金 地方債 一般財源 

５ 132,525 88,350 42,400 1,775 

６ 28,640 19,093 9,100 447 

計 161,165 107,443 51,500 2,222 

→ 国庫補助対象事業費の上限額 214,887千円の３／４を国・市で負担 

 （負担割合：国１/２、市１/４、事業者１/４） 

 

４ スケジュール 

  令和５年９月 施工業者決定（請負契約）・新園舎建設工事着工 

  令和６年６月 新園舎完成、引渡し・引越し 

      ７月 新園舎共用開始、現園舎解体工事着手（９月末完了） 
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民間保育所等電気・ガス料金高騰対策事業費補助金について 

 

１ 事業概要 

物価高騰の影響により、保育所等の冷暖房や給食調理に必要な電気・ガ

ス料金が高騰しているため、安全・安心な保育環境を維持できるよう、民

間保育所等に対し電気・ガス料金の一部(利用定員毎に設定した額)を補助

する。 

 

２ 予算額 

  12,900千円 

  対象施設 民間保育所等47施設 

 

 

 

利用定員 施設数 補助上限／月 予算額 

161人以上 ２ 120千円 1,440千円 

100人以上 160人以下 12 65千円 4,680千円 

20人以上  99人以下 20 50千円 6,000千円 

19人以下 13 10千円 780千円 

   対象期間 令和５年（2023年）４月から９月まで 

 

３ 財 源 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国10/10） 

保育所 26 園、認定こども園５園、小規模保育事業 13 施設、 

子ども子育て支援新制度移行幼稚園３園  
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送迎用バス安全装置設置費補助金について 

 

１ 事業概要 

国が示した「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に基づく政令の改正

により、装備が義務づけられた送迎用バス車内の幼児等の所在の見落とし

を防止する装置（※）の設置に係る費用を補助する。 

 

２ 対象施設 

 小田原みどり学園（幼保連携型認定こども園） 

小田原市中町一丁目15番11号 

 

３ 予算額 

  700千円 

175千円／台×４台＝700千円 

  

４ 財 源 

  保育対策総合支援事業費補助金（国10／10） 

 

※見落とし防止装置の例 

車内後方にブザーを設置し、帰園後一定時間（５分程度）以内に、運

転手等が車内最後尾までの確認をし、最後尾のスイッチを押さないと警

報が鳴る装置など 
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民間保育所等副食費高騰対策事業費補助金について 

 

１ 事業概要 

物価高騰の影響により、給食の材料費が高騰していることから、民間保

育所等に対し副食費の高騰分を補助し、保護者負担の軽減を図る。 

 

２ 対象施設 

民間保育所25園、認定こども園３園 合計28園 

 ３歳 ４歳 ５歳 計 

児童数内訳 556人 567人 561人 1,684人 

  対象期間 令和５年（2023年）４月から令和６年（2024年）３月まで 

  ※０歳から２歳の副食費は、保育料に含まれており実費として徴収して

いないため対象外 

 

３ 予算額 

  10,104千円 

500円×1,684人分×12月＝10,104千円 

 

４ 財 源 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国10/10） 
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就学前教育・保育施設再編整備事業について 
 

１ 経 緯 

  橘地域には保育所がない状況や地域内の公立幼稚園の園児減少を踏まえ、公立

認定こども園を下中幼稚園の敷地に整備することとなっており、令和４年（2022

年）12月に策定した「（仮称）橘地域認定こども園整備基本計画」に基づき、令

和５年度（2023年度）は、設計施工一括方式（デザインビルド方式）による事業

者を選定し、令和８年（2026年）４月開所を目途に設計作業に着手する。 

 

２ 事業概要 

認定こども園として、新たな知見が反映された安心・安全で使いやすい施設と

するとともに、小田原産木材の活用やZEB化など脱炭素化に寄与する施設とするこ

とを基本方針に掲げている。そのため、木造建築や就学前教育・保育施設の運営、

施設整備等について学識経験者の知見が得られるよう、「橘地域認定こども園整

備事業者選定委員会」を設置し、所要の経費を措置する。 

 

３ 予算額 

  154千円 （内訳 報酬94千円 旅費60千円） 

 

４ 事業者選定スケジュール 

令和５年度（月） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

認定こども園 

事業スケジュール 
    

 

     

 

 

事業者選定委員会      

 

  

 

 

 

 

 

選定 契約 

設計 設計施工事業者選定作業 

地質調査 

第１回 第２回 第３回 

公募要領 

仕様書等 

検討 

第１次 

審査 

第２次 

審査 
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新病院建設に係る介護車両運行管理委託料について 

 

１ 事業概要 

新病院建設事業の進捗に伴う病院駐車場の駐車可能台数の減少に対し、２箇所

の臨時駐車場を確保しており、そのうち１箇所はマイクロバスにより送迎をして

いる。一方、北側玄関が主要入口になったことで、利用率が高い病院駐車場から

北側玄関までの導線距離が長くなることから、長い距離の移動が困難な妊婦、高

齢者等の通院の負担を軽減するため、介護車両１台（雨天時２台）を運行し、送

迎を行う。 

 

２ 位置図 
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新病院建設に係る用地取得について 

 

１ 事業概要 

  市立病院の医療職職員用の病院駐車場は、医師等を確保して県西地域の基幹病

院としての機能を維持するために必要であるが、新病院建設後の診療科の増加等

を考慮し、更に駐車台数を確保する必要がある。 

  また、現在、新病院建設事業の進捗に伴い、敷地内の患者用駐車場が減少して

いることのほか、新病院建設までの患者の利便性向上のため、近接地に患者用の

駐車スペースを確保する必要があることから、駐車場用地を取得する。 

 

２ 取得予定地の概要 

地 番 小田原市久野字下馬下93番２ほか１筆 

面 積 537.65平方メートル 

      

３ 事業費  

69,312千円 

 

４ 位置図 

 

 

現市立病院敷地 

取得予定地 

 

市立病院 看護師宿舎 

市立病院 駐車場 

久野 

郵便局 

 

 

 

 

県

道

７

４

号 
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学校給食センター整備事業について 

１ 経 緯 

プロポーザルにより選定された整備事業者が、令和４年(2022年)３月から設計業務

を進めているが、世界的な資材不足、物価高騰等による建設工事費の増加及び特定資

材の納期に遅れが生じている。このことから、当初、提案のあった事業費及び工期で

の実施が困難であると整備事業者から申し入れがあり、「小田原市学校給食センター

整備事業に係る基本協定書」第12条第４項ただし書に基づき整備事業者と協議した。

市で内容を精査した結果、建設工事等について継続費を変更し、所要の経費を増額す

るとともに、あわせて事業スケジュールの変更も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 物価高騰等の状況 

   

公共工事設計労務単価 

全国全職種単純平均で前年度比

5.2％引き上げられた。 

※ 事業主が労働者一人の雇用に

必要な経費は、労務単価 100％

とすると 141％である。 

（国土交通省ＨＰより） 

神奈川県の全職種単純平均は、

前年度比約 6.4％引き上げられ

た。 

結果、神奈川県の労務は、実質 

約   の上昇となる。 9％ 

小田原市学校給食センター整備事業に係る基本協定書 第 12条 第４項 

第Ⅱ期事業契約締結までの物価変動については、原則として事業費の上限額若しくは要求水

準の変更又はその協議を行うべき事由には該当しないものとする。ただし、予期することの

できない特別な事情により、日本国内において著しい物価変動が生じ、本事業における事業

費の上限額が不適当となったと発注者が判断した場合に限り、発注者は優先交渉権者と協議

するものとする。 

２ 優先交渉権者は、第５条における第Ⅱ期事業契約の締結までの間において、要求水準（本

協定等に基づき発注者が本事業について優先交渉権者に求める水準をいい、提案書に記

載された提案内容が本協定等に示された水準を上回る場合は、第３条第４項に基づき当

該上回る部分については提案書の提案内容の水準を適用するものをいう。以下同じ。）の

変更又は法令変更（消費税等の税率変更を除く。）等の事態が生じた場合においても、事

業費の上限額を超えない範囲内の金額で第Ⅱ期事業契約を締結するよう最大限の努力を

するものとする。 

３ 前項の場合において、優先交渉権者は、自らの努力のみでは合理的に要求水準を満たす

ことができず、その変更を必要とする場合、事業費の上限額を超えない範囲内の金額で要

求水準の変更の提案を行い発注者と協議するものとする。 

４ 第Ⅱ期事業契約締結までの物価変動については、原則として事業費の上限額若しくは要

求水準の変更又はその協議を行うべき事由には該当しないものとする。ただし、予期する

ことのできない特別な事情により、日本国内において著しい物価変動が生じ、本事業にお

ける事業費の上限額が不適当となったと発注者が判断した場合に限り、発注者は優先交

渉権者と協議するものとする。 

５ 発注者は、前２項の協議を行った場合には、協議の過程及び結果について、公表するこ

とができる。 

 

建設物価調査会総合研究所（2023 年 5⽉12⽇付）より作成 

14％UP 

工事費 
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３ 継続費の変更                           （単位：千円） 

 年度 年割額 
財源内訳 

国庫 地方債 その他 一般財源 

補正前 

の額 

令和４年度 1,275,320 167,513 1,107,500 0 307 

令和５年度      

令和６年度 735,480 0 689,400 0 46,080 

計 2,010,800 167,513 1,796,900 0 46,387 

補正額 

令和４年度      

令和５年度      

令和６年度 277,966 0 260,600 0 17,366 

計 277,966 0 260,600 0 17,366 

補正後

の額 

令和４年度 1,275,320 167,513 1,107,500 0 307 

令和５年度      

令和６年度 1,013,446 0 950,000 0 63,446 

計 2,288,766 167,513 2,057,500 0 63,753 

※令和４年度(2022 年度)３月補正において、国の補正予算と合わせて前倒しで計上、全額を令和５

年度(2023年度)に繰越した。 

４ 事業スケジュールの変更 

  給食提供の開始時期を令和６年(2024年)９月から令和７年(2025年)４月に変更す

る。 

 【要因】 

（１）工事費増額に伴い契約が半月程度遅れる。 

（２）基礎杭の納期が当初予定の２か月から５か月に延びる。 

（３）開業準備に夏季休業を活用できないため、１か月長い期間を要する。 

 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 

当初 
       ★   

   

変更後 
          

 
★ 

 

 

開業準備 建設工事 

給食提供開始 

R6.9 給食提供開始 開業準備 建設工事 ●契約 

●契約 
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共同調理場・小学校給食調理場設備改修事業費について 

 

１ 事業概要 

    令和４年度３月補正予算で措置し、繰越明許をした豊川学校給食共同調理

場及び芦子小学校の空調設備設置工事のうち、給排気設備の改修について、

設備の納期が大幅に遅れるため令和５年度中に完了しないことが判明した

ことから、繰越予算では空調設備新設のみ実施し、給排気設備の改修につい

ては、改めて令和５～６年度で継続費を設定し、２か年で実施する。 

 

２ 予算額 

  5,420 千円（令和５～６年度継続費設定 継続費総額 27,180 千円） 

（単位：千円） 

 令和５年度 令和６年度 計 

豊川学校給食共同調理場 2,830 11,360 14,190 

芦 子 小 学 校 2,590 10,400 12,990 

合 計 5,420 21,760 27,180 

 

３ スケジュール 

 令和５年度 令和６年度 

空調設備新設工事（令和４年度３月補正）        
完

了 給排気設備改修工事（６月補正）   

 

 

夏休み設置  


